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第１章 総   則 

 

（目  的） 

第 1 条 本青年部は、中小企業団体（以下「組合等」という。）の次代を担う、会員の研修

と相互の連携を強め、これによって優れた組合等指導者の成長を期し、組合等の健全な

る発展を図ることを目的とする。 

 

（名  称） 

第 2 条 本青年部は、長崎県中小企業団体中央会青年部（以下「本青年部」という。）と称

する。 

 

（事務所の所在地） 

第 3条 本青年部は、事務所を長崎市桜町４番１号 長崎県中小企業団体中央会内に置く。 

 

（事  業） 

第 4 条 本青年部は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）組合等青年部の活動促進のための情報交換 

 （２）組合等及び中小企業者のための各種研修会の開催 

 （３）組合等青年部の組織化推進 

 （４）会員相互の親睦及び福利厚生に関する事業 

 （５）関係機関・団体との連絡協議 

 （６）中央会が行う事業に対する協力 

 （７）地域社会に対する奉仕 

 （８）その他、第 1 条の目的達成に必要な事業 

 

 

第 2 章 会   員 

 

（会  員） 

第 5 条 本青年部の会員は、次のとおりとする。 



 （１）正会員･･･県内で活動する組織化された中小企業団体の中に、組合員又は青壮年を

もって組織されている青年部 

 （２）個人会員･･･県内で活動する者で本会青年部の主旨に賛同する者 

２．会員区分により保有する権利は下記の通りとする。 

 （１）正会員は、長崎県中小企業団体中央会青年部に関するすべての事業に参加でき、

役員（幹事）になる権利を有する。 

 （２）個人会員は、長崎県中小企業団体中央会青年部が主催する事業に参加することが

できるが、助成金を受ける権利を有しない。 

 

（入  会） 

第 6 条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、幹事会の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（脱  会） 

第 7 条 会員は、脱会しようとするときは、会長に届けなければならない。 

２．会員が解散したときは、脱会したものとみなす。 

 

 

第 3 章 役員、顧問及び相談役 

 

（役  員） 

第 8 条 本青年部に、幹事８人以上１５人以内と監事１人又は２人を置く。 

２．幹事のうち１人を会長、２人又は３人を副会長とする。 

３．会長並びに副会長は幹事の互選とする。 

４．幹事及び監事の選任は、総会において指名推選の方法により行う。 

 

（役員の職務） 

第 9 条 会長は、本青年部を代表し、会務を総括する。 

２．副会長は、会長を補佐し会長が事故または欠員のときは、その職務を代行する。 

３．幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。 

  幹事会への出席義務を有し、どうしても参加できない場合は、所属団体から代理の出席

を図る。なお幹事会へは、オブザーバーとして会員であれば参加することができる。 

４．監事は会計監査の職務を行う。 

 

（任  期） 

第 10 条 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠のため選任された役員の任期は現任者

の残任期間とする。 

 

（直前会長等） 

第 11 条 本青年部に直前会長を置き、直前会長は前事業年度の会長がこれにあたる。 



２．本青年部に相談役及び顧問を置くことができる。その場合は、会長が推薦し総会にお

いてこれを選任する。 

３．直前会長、顧問及び相談役の職務は下記のとおりとする。 

(1)直前会長は、幹事会に出席し、助言協力する。 

(2)相談役は、会長の経験を活かし、幹事会に出席し、助言協力する。 

(3)顧問は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

 

第 4 章 会   議 

 

（会  議） 

第 12 条 本青年部の会議は、総会及び幹事会の２種とし、総会は、通常総会及び臨時総会

とする。 

２．総会は会員をもって構成する。 

３．幹事会は会員をもって構成する。 

 

（総会の議決事項） 

第 13 条 総会は、次の事項を議決する。 

 （１）事業報告の承認 

 （２）事業計画の決定 

 （３）会則の変更 

 （４）その他青年部の運営に関する事項 

 

（幹事会の議決事項） 

第 14 条 幹事会は、次の事項を議決する。 

 （１）総会の議決した事項の執行に関すること。 

 （２）総会に付すべき事項 

 （３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（会議の開催） 

第 15 条 通常総会は、毎事業年度終了後３月以内に開催する。 

２．臨時総会は、幹事会が必要と認めたときは、何時でも開催することができる。 

３．幹事会は、会長が必要と認めたとき開催する。 

 

（招  集） 

第 16 条 会議は、会長が招集する。 

 

（議  長） 

第 17 条 総会の議長は、その総会における出席全員のなかから選任する。 

２．幹事会の議長は、会長がこれに当たる。 



（議  決） 

第 18 条 総会の議事は、出席幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

２．幹事会の議決は、出席幹事の過半数の同意をもって決する。 

 

（総会の議事録） 

第 19条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 （１）開催の日時及び場所 

 （２）会員数及び出席者数 

 （３）議事の経過の要領及び議決の結果 

 

（幹事会の議事録） 

第 20 条 幹事会の議事録については、全条定を準用する。 

 

 

第 5 章 事 務 局 

 

（職  員） 

第 21 条 本青年部の事務を処理するため、事務局を設け所要の職員を置くことができる。 

２．事務局及び職員に関し必要な事項は、幹事会おいて定める。 

 

 

第 6 章 会   計 

 

（事業年度） 

第 22 条 本青年部の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとす

る。 

 

（会  計） 

第 23 条 本青年部の事業に必要な経費は、長崎県中小企業団体中央会の事業予算でもって

充てる。但し、必要な場合は、会員青年部より実費を徴収することができる。 

 

 

附   則 

 

１．この会則は、昭和５０年１１月２６日より施行する。 


